北海道ポーランド文化協会入会申込書（個人会員）
　年　　　月　　　日記入
	氏　名
	フリガナ
	

	
	漢字
	

	
	ローマ字
	

	住　所
	〒


	電話番号
	自宅
	

	
	携帯・スマホ
	

	FAX番号
	

	ご職業または
勤務先
	

	メールアドレス（PC）
	

	メールアドレス
（携帯）
	

	協会への
ご要望等
	

	· 個人情報の取り扱いについて　ご記入いただいた情報は、本会からの問い合わせ及び主催あるいは後援する催し物のご案内にのみ使用します。また、第三者への開示はいたしません。

	【申込書の郵送先】〒060-0018　札幌市中央区北18条西15丁目3-19　安藤厚 方
北海道ポーランド文化協会　　※メールによる問合せ先 <hokkaidopolandca@gmail.com>
【申し込み方法】　本会会則（次ページ）をご一読の上、「入会申込書」を事務局に送り、年会費をご送金ください。「入会申込書」が本会に到着し入金が確認できたところで手続きが完了します。
送金先【郵便振替口座】［記号］02740 5［番号］19735【口座名義】北海道ポーランド文化協会
（他銀行から送金の場合）店番（279）預金種目（当座）店名（二七九[ニナナキユウ]店）口座番号（0019735）
※ 事務効率化のため、できるだけ、ゆうちょ銀行口座間の電信振替・ATM扱い（手数料100円、ゆうちょダイレクトなら月５回まで無料）でお願いします。
◆ 普通会費：年額3,000円／学生会費：年額1,500円
※ 入会初年度の普通会費は、1-4月入会：2,000円、5-8月入会：1,000円に軽減できます。
※ 継続の会費は、毎年9月（本会会計年度のはじめ）に納入をお願いします。

	事務処理欄

	会員番号
	コード
	入会日
	会長
	副会長
	事務局長
	担当者

	
	
	
	
	
	
	


北海道ポーランド文化協会会則
第１条　本会は、北海道ポーランド文化協会と称する。
第２条　本会は、北海道とポーランドのあいだの文化交流を促進することを目的とする。
第３条　本会は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
１　ポーランドに関する研究会・講演などの開催
２　ポーランドの音楽・美術工芸・映画演劇などに接する機会の拡大
３　ポーランド語の普及
４　北海道とポーランドとのあいだのひとの往来の促進
５　その他運営委員会が適当と認める事業
第４条　会の目的に賛同し、会則を承認する者は、だれでも会員となることができる。入会は、運営委員会がこれを承認する。会員は、個人会員および団体会員からなるものとする。
第５条　個人会員は、普通会費を納めるものとする。ただし、学生には会費を軽減することができる。また、本会の活動を維持するための寄付として、維持会費を納めることができるものとする。団体会員は、団体会費を納めるものとする。会費の額は別に定める。
第６条　本会に次の役員をおく。
会長　　　
1名
副会長　　
若干名
運営委員　
若干名
事務局長　
1名
監査委員　
2名
役員は、総会において選出する。役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第７条　会長は、運営委員会を主宰し、会を対外的に代表する。副会長は、会長を補佐し、会長がその職務をはたすことができないとき、これを代行する。
第８条　会長、副会長、運営委員、事務局長によって運営委員会を構成する。運営委員会は、会の日常的運営に関する事項を決定する。運営委員会は、会長がこれを召集する。
第９条　事務局長は、会の事務を統括する。事務局の所在地は、運営委員会において決定する。
第10条　監査委員は会の財政状況を監査し、年に1回、総会に報告する。
第11条　本会に顧問をおくことができる。顧問は総会において選任され、運営委員会に助言を与えることができる。
第12条　本会に名誉会員をおくことができる。名誉会員は運営委員会において推挙され、総会において承認される。名誉会員は会費を免除される。
第13条　総会は、年に1回、会長がこれを召集する。会長は、必要に応じて臨時総会を召集することができる。
第14条　総会は次の事項について審議・決定する。
1　役員の選出
2　事業計画および事業報告の承認
3　予算および決算の承認
4　会則の改正
5　その他運営委員会が必要とみとめた事項
総会における決定は、出席会員の過半数の賛成によっておこなう。
第15条　本会に事務局、編集委員会、広報委員会および各種の事業を推進するための部会をおくことができる。その構成、運営に関する事項は運営委員会において決定する。
第16条　本会に東京事務所をおくことができる。その担当者は東京地区在住の会員の中から運営委員会において選任する。東京事務所の活動状況は運営委員会に報告する。
第17条　本会活動場所・役員は、以下の通りとする。（略）
（1987年10月2日発効〈…〉2016年10月29日改訂）
会費についての細則
1． 会則第５条にもとづき、会費の額は以下のとおりとする。
（個人会員）
(1) 普通会費　年額3,000円

(2) 学生会費　年額1,500円

(3) 維持会費　普通会費に加えて年額１口1,000円以上（任意の寄付）
（団体会員）
(4) 団体会費　年額1口10,000円以上

2． 本会の会計年度は毎年９月１日にはじまり、８月31日におわる。
会費は、会計年度のはじめ（毎年10月）に納入するのを原則とする。
3． 年度途中に入会する場合には、初年度会費を、１～４月入会は2,000円、５～８月入会は1,000円に軽減することができる。
4． 会員から退会の申し出があったときは、運営委員会に報告する。
普通会費を３年を超えて滞納した会員は、退会したものとみなす。
住所不明となった会員は、会誌等を通じて探しても連絡先不明の場合は、退会したものとみなす。
会員の入会・退会は会誌等を通じて周知する。会員への連絡のため、会員名簿を役員等で共有することができる。住所、電話番号等の掲載は、会員本人の同意がある場合に限る。
（2013年11月8日制定〈…〉2021年10月31日改訂）
─────────────────────────────────────────────────
【申込書の郵送先】〒060-0018　札幌市中央区北18条西15丁目3-19　安藤厚 方　　北海道ポーランド文化協会
※ メールによる問合せ先 <hokkaidopolandca@gmail.com>
【申し込み方法】　上記の本会会則をご一読の上、「入会申込書」を事務局に送り、年会費をご送金ください。
送金先　【郵便振替口座】　［記号］02740 5　［番号］19735　【口座名義】　北海道ポーランド文化協会
※ 事務効率化のため、できるだけ、ゆうちょ銀行口座間の電信振替・ATM扱い（手数料は月３回まで無料）でお願いします。
◆
普通会費：年額3,000円／学生会費：年額1,500円　（入会初年度の普通会費は、1-4月入会：2,000円、5-8月入会：1,000円に軽減できます。継続の会費は、毎年9月（本会会計年度のはじめ）に納入をお願いします。）
